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多賀城市消防団消防演習の開催 

 

令和８年５月１９日 

 

 

 このことについて、消防団員の士気を高めるとともに、消防団の品位及び消防

機能の向上を図ることを目的として、演習を下記のとおり開催しますので、報

道・取材方よろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 日時 令和８年５月２４日（日）午前１０時～１１時３０分 

 

２ 場所 中央公園多目的グラウンド（多賀城市市川字館前地内） 

 

３ 概要 別紙「令和８年度多賀城市消防団消防演習実施要領」のとおり 

 

４ その他 

  消防ふれあい広場（３５ｍ級梯子車、消防ポンプ自動車、救助工作車等の消

防車両展示）も同時開催します。 

 

 

  

≪問い合わせ≫ 

総務部危機管理課防災減災係 

☎０２２－３６８－２０７９（直通電話） 

 



令和８年度多賀城市消防団消防演習実施要領 
＜地域防災の中核的な役割を果たす消防団＞ 

 
１ 演習目的 
    消防団の運営に関する規程（昭和51年訓令第1号）第10条の規定に基づき、東日本大震
災の教訓等を踏まえ、その施設及び人員を活用して、市民の生命、身体及び財産を火災か
ら保護するとともに、地震又は津波等災害を防除し、これらの災害による被害を軽減する
ほか、消防団の品位及び消防技能の向上を図るため消防演習を実施し、もって市民の安全
の確保に資することを目的とする。 

 
２ 実施日時 
   令和８年５月２４日（日）午前１０時から午前１１時３０分まで 
   
３ 実施場所 
   中央公園多目的グラウンド（多賀城市市川字館前地内） 
 
４  主    催 
   多賀城市消防団、多賀城市 
 
５ 指  導 
   多賀城消防署 
 
６ 演習内容等 
(1) 観 閲 

  (2) ポンプ操法 
  (3) 分列行進 
 
７ 演習訓練等 
  令和８年４月４日（土）から令和８年５月２３日（土）まで 
 
８ 演習の中止等 
(1) 災害の発生又は気象状況等により、やむを得ない場合は訓練を中止するものとする。 
(2) 団長が団員の安全の観点から必要と判断した場合には中止とする。 

    （実施日当日の午前６時３０分に決定） 
(3) 雨天時等及びグラウンドコンディション不良の場合は中止とし、また、気温等により

演技種目を減ずるものとする。 
 
９ 担当等 

多賀城市総務部危機管理課防災減災係 
    Tel 022-368-2079 
    Fax 022-368-1360 

E-mail bosai@city.tagajo.miyagi.jp 

mailto:bosai@city.tagajo.miyagi.jp

